
岩手県教育委員会訓令第４号 

事務局  

学校以外の教育機関  

 岩手県教育委員会代決専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和５年３月28日 

岩手県教育委員会      

教育長 佐 藤   博  

   岩手県教育委員会代決専決規程の一部を改正する訓令 

 岩手県教育委員会代決専決規程（昭和32年岩手県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （教育企画推進監等共通専決事項）  （教育企画推進監等共通専決事項） 

第７条の２ 本庁の教育企画推進監、学校教育企画監、課長、

担当課長及び特命課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

第７条の２ 本庁の教育企画推進監、学校教育企画監、課長、

担当課長及び特命課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

 (１)～(13) ［略］  (１)～(13) ［略］ 

 (14) 個人情報の開示、訂正及び削除の決定に関すること。  (14) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定並びに

死者に関する情報の開示及び訂正の決定に関すること。 

 (15)・(16) ［略］  (15)・(16) ［略］ 

 （教育企画室の室長等の専決事項）  （教育企画室の室長等の専決事項） 

第８条 教育企画室の分掌事務について、室長、教育企画推進

監、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

第８条 教育企画室の分掌事務について、室長、教育企画推進

監、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

 ［略］  ［略］ 

 教育企画推進監専決事項  教育企画推進監専決事項 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 県報登載及び官報報告に関すること。  (４) 県報登載に関すること。 

 (５)～(13) ［略］  (５)～(13) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 （教職員課の総括課長等の専決事項）  （教職員課の総括課長等の専決事項） 

第10条 教職員課の分掌事務について、総括課長、課長及び担

当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

第10条 教職員課の分掌事務について、総括課長、課長及び担

当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 人事給与担当課長専決事項  人事給与担当課長専決事項 

 (１)～(９) ［略］  (１)～(９) ［略］ 

  (10) 職員及び県立学校職員（事務職員、技術職員その他の

職員に限る。）の高齢者部分休業の承認に関すること。 

 (10) ［略］  (11) ［略］ 

 (11) ［略］  (12) ［略］ 

 (12) ［略］  (13) ［略］ 

 (13) ［略］  (14) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 



 県立学校人事課長専決事項  県立学校人事課長専決事項 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

  (７) 県立学校職員（事務職員、技術職員その他の職員を除

く。）の高齢者部分休業の承認に関すること。 

 （教育事務所長の専決事項）  （教育事務所長の専決事項） 

第13条 教育事務所長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

第13条 教育事務所長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

 (１)～(24) ［略］  (１)～(24) ［略］ 

 (25) 個人情報の開示、訂正及び削除の決定に関すること。  (25) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定並びに

死者に関する情報の開示及び訂正の決定に関すること。 

 (26)～(28) ［略］  (26)～(28) ［略］ 

 （学校以外の教育機関の長共通専決事項）  （学校以外の教育機関の長共通専決事項） 

第14条 学校以外の教育機関の長（博物館長及び美術館長を除

く。第16条及び第17条において同じ。）の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

第14条 学校以外の教育機関の長（博物館長及び美術館長を除

く。第15条及び第16条において同じ。）の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

 (１)～(16) ［略］  (１)～(16) ［略］ 

 (17) 個人情報の開示、訂正及び削除の決定に関すること。  (17) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定並びに

死者に関する情報の開示及び訂正の決定に関すること。 

 (18) ［略］  (18) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （総合教育センター所長の専決事項）  

第15条 総合教育センター所長は、授業力向上研修の修了認定

に関することを専決することができる。 

 

 （教育事務所の課長等共通専決事項）  （教育事務所の課長等共通専決事項） 

第16条 ［略］ 第15条 ［略］ 

 （所長等指定職員専決事項）  （所長等指定職員専決事項） 

第17条 ［略］ 第16条 ［略］ 

 （教育長指定職員の専決事項）  （教育長指定職員専決事項） 

第18条 ［略］ 第17条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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